
職員提案

1 現状及び課題

2 提案内容

3
予想される
効果

提案件名 みかんワインを使ったパウンドケーキ

審査会の実施等に
関する所見

実施することが適当であると認められる。
（業者に対し商品化に向けた提案を行う。）

　地域特産物（いせはらブランド）として認定販売しており
ます「みかんワイン」において、販売不振がつづいている

　提案職員は、地域特産物（いせはらブランド）として認定
販売しております「みかんワイン」において、販売不振がつ
づいていることに問題意識を持ち、みかんワインを使ったパ
ウンドケーキを、自ら試作し提案されたもの。
　所属職員からも好評で、提案職員自らレシピをつくり、み
かんワインを使ったパウンドケーキづくりの試作研究を行
い、平成２６年８月３日に開催した市民朝市において、来訪
者に試食していただいたところ、好評を得たところ。

　みかんワインを使ったパウンドケーキを商品化すること
で、販売不振の当該ワインの有効活用が図られるとともに、
新たな伊勢原ブランドの誕生が大きく期待されることから、
その加工や販路の検討・研究をはじめております。
　また、こうした行動に対してほう賞することで、職員提案
の目的である「職員の創造的思考と改善意識の高揚」の拡大
に寄与するものと考えます。


